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指定地域密着型サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法 

所    管    庁 事        業        者 
  

 

集 団 指 導 

○一定の場所に対象事業者を召集し、講習会方

式により指導 

○指導内容 

・当該年度における指導及び監査の実施方 

法等 

・実地指導における主な指導事項 

・指定等の基準及び介護給付等の算定方法 

・介護保険制度の改正等の内容  等 

実施通知 

出  席 

集団指導 対象事業者 

原則として毎年度の４月１日現在で指定を受けてい

る指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型

介護予防サービス事業者（指定地域密着型通所介護

事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護事業者を除く。） 

実 地 指 導  

○指定事業所又は法人事務所の所在地等にお

いて、対象事業者から事前又は当日に提出

を受け、又は閲覧に供された書類等を審査

するとともに、当該事業所等の管理者等か

らヒアリングを行うことにより実施 

○指導内容 

【運営指導】 

関係法令及び指定基準に照らし適切な運

営が行われているか確認し、適切でない

運営が行われている場合は是正するよう

指導 

【報酬請求指導】 

報酬算定基準に照らし 

① 報酬の単位ごとの算定要件を満たして

いるか 

② 保険給付の対象とならないサービスの

提供及び請求が行われていないか 

③ 必要な人員等の体制が確保されている

か（各種加算及び人員欠如減算等） 

④ 利用者ごとのケアプランに基づきサー

ビス提供が行われているか 

等について確認、適切でない請求が行われ

ている場合は是正するよう指導（必要に応

じて過誤調整） 

実地指導 対象事業者 

【一般指導】 

全ての事業者の中から計画的に実施 

【随時指導】 

・利用者又はその家族等からの苦情若しくは情報提供又

は当該事業所の従業者等からの通報若しくは情報提供

が寄せられているもののうち、特に緊急性の高いもの 

・保険者、国民健康保険団体連合会から情報提供を受け

た事業者のうち、特に緊急性の高いもの 

・介護給付適正化システムにおいて給付実績が特異傾向

を示す事業者のうち、その傾向が顕著なもの 

・利用者等からの苦情が多く寄せられている事業者 

・実地指導の結果、改善が不十分な事業者のうち、再度

の指導により改善が見込まれるもの 

・その他実地指導の必要性があると認められる事業者 

 を対象に実施 

実施通知 

指導実施 

監        査 

実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時間、

実施場所、監査担当者等をあらかじめ事業者

に通知して実施。ただし、緊急を要するもの

等については、当日通知して実施 

 

○指定基準違反等が認められた場合、期限を定

めて基準を遵守すべきことを勧告 

○正当な理由がなく勧告に係る措置をとらな

かったときは、期限内にその勧告に係る措置

をとるべきことを命令 

○期限を経過し、なお相当期間を経た後も改     

善されない場合は、指定取消し等の処分対象 

監査 対象事業所 

次のいずれかに該当する行為がなされたかあるいは疑

われる事業者 

・利用者に対する虐待がある 

・指定基準に重大な違反がある 

・サービスの内容に不正又は著しい不当がある 

・介護報酬の請求に不正又は著しい不当がある 

・報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられても

従わず、又は虚偽の報告をした 

・出頭を求められても応ぜず、質問に対して答弁せず、

若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避した 

・不正の手段により事業者指定を受けた 

監査実施 

改善報告 

実施通知 

 

指定取消し等の事由に該当する行為がなされ

たかあるいは疑われる場合、明らかに不正若

しくは著しい不当等が疑われる場合又は度重

なる指導を行っても改善が行われない場合

は、監査を実施 

改善報告 

改善勧告 

改善命令 

再指導 

行政処分 

監査の結果、不正の事実が確認された
場合等は、聴聞手続を経て行政処分 

 
欠席した事業者に対しては個別に指導すること

あり 

【行政上の措置】 
指定の取消し又は 
指定の全部若しくは一部の効力
の停止 
【経済上の措置】 

不正受給した介護報酬の返還

及び加算金の徴収(40/100) 



対象事業者 指導の目的等

対象事業者

1
0

《期限までに改善されな
か った》

《 期 限内 に改 善さ れな
かった》

完 了

監
　
　
査

完 了《期限内に改善された》

《期限までに改善された》

　　　　　《欠席》

《期限内に改善された》

《期限内に改善されなか
　った》

完　　　了

指定地域密着型サービス事業者等に対する指導及び監査フロー図

完 了　　　　　《出席》

指
 
 
 

導

個別指導

完 了

再 指 導

集団指導

実地指導
適正・おおむね適正

改善が必要

監 査

聴 聞
指定取消し

直ちに指定取消し等には至ら
ないが、改善が必要と認めら
れる場合

指定取消し等の事由に該当
する場合

公 示
（公報登載）

結果通知

結果通知

改善勧告

改善報告書

処分通知

改善報告書

改善命令

たび重ねて指導を行っても改善が行
われない場合は、監査へ移行

・利用者に対する虐待が疑われるとき。
・指定基準に重大な違反があると疑われる
とき。
・サービスの内容に不正又は著しい不当が
疑われるとき。
・介護報酬の請求に不正又は著しい不当が
疑われるとき。
・報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を
命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報
告をしたとき。
・出頭を求められてこれに応ぜず、質問に
対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁を
し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したとき。
・不正の手段により事業者指定を受けたこ
とが疑われるとき。
・所管庁が必要と認めるとき。

毎年度４月１日現在指定を受けている全ての
事業者

【一般指導】
全事業者から別に定める基準により選定し、
計画的に実施

【随時指導】
・利用者又はその家族等からの苦情若しく
は情報提供又は当該事業所の従業者等か
らの通報若しくは情報提供が寄せられて
いるもののうち、特に緊急性の高いもの

・保険者、国民健康保険団体連合会から情
報提供を受けた事業者のうち、特に緊急
性の高いもの

・介護給付適正化システムにおいて給付実
績が特異傾向を示す事業者のうち、その
傾向が顕著なもの

指定事業者全体のレベルアップを図ることを主眼として、介護保険法・制度の趣
旨・目的の周知及び理解の促進及び介護報酬に係る過誤・不正請求の防止の観
点から算定要件等の周知等、介護保険制度の適正な運営を図る

「サービスの質の確保と向上」「利用者の尊厳の保持」「高齢者虐待防止法

の趣旨」「厳正な介護報酬の請求」等の観点から、事業所所在地において、

関係書類の閲覧とヒアリングを元に指導

【運営指導】
関係法令及び指定基準に照らし、適切な運営が行われているかどうかにつ

いて、関係書類の点検・検査及び関係者に対するヒアリングを行うとともに、
適切でない運営が行われている場合は、これを是正するよう指導

【報酬請求指導】
サービス類型ごとの報酬算定基準に照らし、報酬の単位ごとの算定要件に
合致しているか、保険給付の対象とならないサービス提供であるにもかかわ
らず、報酬請求が行われていないか、また、各種加算については、必要な人
員等の体制が確保されているか、利用者ごとのケアプランに基づきサービス
提供が行われているか等について、関係書類の点検・検査及び関係者に対
するヒアリングを行うとともに、適切でない請求が行われている場合は、これ
を是正するよう指導

改善報告書

期限を経過し、なお相当期間を経
た後も改善されない場合は、行政
処分の対象

指定の全部又は
一部の効力の停
止

行政処分

行政処分

返還命令返還額の確定
加算金の賦課

！取消処分により事業者指定に係る欠格事由該当者となる者
＝ 当該指定取消し等に係る聴聞通知（行政手続法第15条）があった日前60日

以内に役員等＊であった者

＊役員
イ 業務を執行する（合名会社、合資会社、合同会社の）社員・（株式会社

の）取締役・執行役又はこれらに準ずる者（社会福祉法人等の理事）
ロ 相談役、顧問等の名称を有するかどうかは問わず、イに掲げる者と同

等以上の支配力を法人に対し有するものと認められる者

＊事業者の使用人であって、事業者の事業所又は事業者が開設した施設を
管理する者

公 示

（公報登載）

○指定取消し等の事由に該当する行為がなされたか、
あるいは疑われる場合

○明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合
過誤調整

不適正な報酬算定が
見受けられる場合

過誤調整
不適正な報酬算定が
見受けられる場合

勧告に従わなかったとき

公 表

保険者

保険者

保険者










































